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工 事 概 要 
１ 工事名 西舞鶴港陸上電源設備改修工事 

２ 工事場所 京都府舞鶴市 

３ 工期 契約の翌日から令和８年１月３０日 

４ 工事内容 電源設備改修 

 受変電設備 1 式 キュービクル改修・増設 

 配線 1 式 

東側岸壁 キュービクル～配電盤（175ｍ）転がし配線 

西側岸壁 キュービクル～配電盤（285ｍ）転がし配線 

※一部埋設区間（19ｍ） 

 配電盤 1 式 東側配電盤 1 個、西側配電盤 1 個 

 引込柱 １式 PAS 取替、引込みケーブル取替 

    

    

    

    

    

５ 管理事務所 事務所名 海上保安学校事務部会計課 

 所 在 地 京都府舞鶴市字長浜 2001 番地 

 電 話 0773-62-3520 

６ 注意事項 （1）本工事は港湾の運営と並行して実施することから、仮設材、養生、資材により港湾運営

への障害とならないように配慮する。 

（2）工事、工程等から電源断等、学校運営に障害を与えるおそれがある作業を行う場合は

事前に監督職員、管理事務所と協議し承諾を受ける。 

（3）工事の施工は、監督職員と十分に連絡を取りながら実施する。 

（4）工事の施工において仕様等に疑義が生じた場合、受注者の身の判断によらず、監督職

員と協議のうえ対応を決定する。 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一章 一般共通事項 
第 1 編 共 通 編 

第 1 章 総 則 

第 1 節 総 則 

1-1-1-1 適 用 

1.適用工事 

本共通仕様書は、電気通信設備工事（土木工事に係る電気通信設備工事。以下、「工事」という。）に係る、工事請負

契約書（以下「契約書」という。）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要

な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

 

2.共通仕様書の適用 

受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「地方整備局請負工事監督検査事務処理要領」に従った監督・検査体制

のもとで、建設業法第 18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。 

また、受注者はこれら監督、検査（完成検査、既済部分検査）にあたっては、予算決算及び会計令（令和 4 年 6 月改

正 政令第 216 号）（以下、「予決令」という。）第 101 条の 3 及び 4 に基づくものであることを認識しなければならな

い。 

 

3.優先事項 

契約図面、特記仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。 

 

4.設計図書間の不整合 

特記仕様書、契約図面、工事数量総括表の間に相違がある場合、または契約図面からの読み取りと契約図面に書かれ

た数字が相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。 

 

5.SI 単位 

設計図書は、SI 単位を使用するものとする。SI 単位については、SI 単位と非 SI 単位が併記されている場合は（ ）

内を非 SI 単位とする。 

 

1-1-1-2 用語の定義 

1.監督職員 

本仕様で規定されている監督職員とは、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。 

 

2.総括監督員 

本仕様で規定されている総括監督員とは、監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議及

び関連工事の調整のうち重要なものの処理、及び設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合

における契約担当官等（会計法（令和元年 5 月改正 法律第 16 号第 29 条の 3 第 1 項）に規定する契約担当官をい

う。）に対する報告等を行う者をいう。また、主任監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う

者をいう。 

 

3.主任監督員、主任現場監督員 

本仕様で規定されている主任監督員とは、現場監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協

議（重要なもの及び軽易なものを除く）の処理、工事実施のための詳細図等（軽易なものを除く）の作成及び交付ま

たは受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験ま

たは検査の実施（他のものに実施させ当該実施を確認することを含む）で重要なものの処理、関連工事の調整（重要

なものを除く）、設計図書の変更（重要なものを除く）、一時中止または打切りの必要があると認める場合における総

括監督員への報告を行う者をいう。また、監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務のとりまとめ

を行う者をいう。 

 

4.監督員、現場監督員 

本仕様で規定されている監督員は、一般監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なも

のの処理、工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付または受注者が作成した図面のうち軽易なものの

承諾を 

行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、工事材料試験の実施（重要なものは除く。）を行う者をいう。

また監督員は段階確認を行う。 

なお、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合においては、主任監督員への報告を行う

とともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。 
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5.契約図書 

契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。 

 

6.設計図書 

設計図書とは、仕様書、契約図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。また、工事数量総括表を

含むものとする。 

 

7.仕様書 

仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。 

 

8.共通仕様書 

共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工する上で必要

な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛込み作成したものをいう。 

 

9.特記仕様書 

特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をい

う。 

 

10.契約図面 

契約図面とは、契約時に設計図書の一部として、契約書に添付されている図面をいう。 

 

11.現場説明書 

現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をい

う。 

 

12.質問回答書 

質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に対して発注者が回答する書面をいう。 

 

13.図 面 

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等をいう。 

なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図

面を含むものとする。 

 

14.工事数量総括表 

工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。 

 

15.指 示 

指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示

し、実施させることをいう。 

 

16.承 諾 

承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意することを

いう。 

 

17.協 議 

協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論

を得ることをいう。 

 

18.提 出 

提出とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明

し、差し出すことをいう。 

 

19.提 示 

提示とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員または検査職員に対し工事に係わる書面またはその

他の資料を示し、説明することをいう。 

 

20.報 告 

報告とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。 

21.通 知 

通知とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について、書面によ

り互いに知らせることをいう。 

 

22.連 絡 

連絡とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、契約書第 18 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき

事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。 

なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 

 

23.納 品 

納品とは、受注者が監督職員に工事完成時に成果品を納めることをいう。 

 

24.電子納品 

電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。 

納品にあたっては、「オンライン電子納品実施要領」に基づき、原則、発注者が指定した電子納品保管管理サーバ

ーへ、オンラインにて納品を行うものとする。 

なお、オンラインによる納品が困難な場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。 

 

25.情報共有システム 

情報共有システムとは、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現す

るシステムのことをいう。 

なお、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、別途紙に出力して提出しないものとす

る。 

 

26.書 面 

書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報

告、通知が行われたものを有効とする。 

ただし、やむを得ず、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名（署名または押印を含む）

したものも有効とする。 

 

27.工事写真 

工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視でき

ない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準により撮影したものをいう。 

なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化についての一

部改定について」（令和 3 年 3 月 26 日付け国技建管第 21 号）に基づき実施しなければならない。 

 

28.工事帳票 

工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ

簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。 

 

29.工事書類 

工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。 

 

30.契約関係書類 

契約関係書類とは、契約書第 9 条第 5 項の定めにより監督職員を経由して受注者から発注者へ、または受注者へ提

出される書類をいう。 

 

31.工事管理台帳 

工事管理台帳とは、設計図書に従って工事目的物の完成状態を記録した台帳をいう。工事管理台帳は、工事目的物

の諸元をとりまとめた施設管理台帳と工事目的物の品質記録をとりまとめた品質記録台帳をいう。 
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32.工事完成図書 

工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。 

 

33.電子成果品 

電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。 

 

34.工事関係書類 

工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。 

なお、受注者は、「請負工事成績評定要領の運用について」内別添１「地方整備局工事成績評定実施要領」別紙６

に基づき工事関係書類を作成し、提出及び提示しなければならない。 

 

35.確 認 

確認とは、契約図書に示された事項について、監督職員、検査職員または受注者が臨場もしくは関係資料により、

その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

 

36.立 会 

立会とは、契約図書に示された項目について、監督職員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確か

めることをいう。 

 

37.段階確認 

段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を

確認することをいう。 

 

38.技術検査 

技術検査とは、地方整備局工事技術検査要領（国土交通事務次官通達平成 18 年 3 月 31 日改正）に基づき行うもの

をいい、請負代金の支払いを伴うものではない。 

 

39.工事検査 

工事検査とは、検査職員が契約書第 32 条、第 38 条、第 39 条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。 

 

40.検査職員 

検査職員とは、契約書第 32 条第 2 項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。 

 

41.同等以上の品質 

同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合、監督職員が承諾する試験機

関の品質確認を得た品質または、監督職員の承諾した品質をいう。 

なお、試験機関での品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。 

 

42.工 期 

工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日まで

の期間をいう。 

 

43.工事開始日 

工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 

 

44.工事着手 

工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または測量をいう。）、詳細設

計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。 

 

45.準備期間 

準備期間とは、工事開始日から本体工事または仮設工事の着手までの期間をいう。 

 

46.工 事 

工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。 

 

47.本体工事 

本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。 

 

48.仮設工事 

仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。 

 

49.工事区域 

工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。 

 

50.現 場 

現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。 

 

51.SI 

SI とは、国際単位系をいう。 

 

52.現場発生品 

現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。 

 

53.JIS 規格 

JIS 規格とは、日本産業規格をいう。 

 

1-1-1-3 設計図書の照査等 

1.図面原図の貸与 

受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与すること

ができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。 

 

2.設計図書の照査 

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18 条第 1 項第 1 号から第 5 号に係る設計図

書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を提出し、確認を求めなければ

ならない。 

なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注

者は、監督職員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。 

ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第 19 条によるものとし、監督職員からの指

示によるものとする。 

 

3.契約図書等の使用制限 

受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者

に使用させ、または伝達してはならない。 

 

1-1-1-4 施工計画書 

1.一般事項 

受注者は、工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての

施工計画書を監督職員に提出しなければならない。 

受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。 

この場合、受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目

について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては、監督職

員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

（1） 工事概要 

（2） 計画工程表 

（3） 現場組織表 

（4） 指定機械 

（5） 主要船舶・機械 

（6） 主要資材 

（7） 施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。） 
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（8） 施工管理計画 

（9） 安全管理 

（10） 緊急時の体制及び対応 

（11） 交通管理 

（12） 環境対策 

（13） 現場作業環境の整備 

（14） 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

（15） 法定休日・所定休日（週休二日の導入） 

（16） その他 

 

2.変更施工計画書 

受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更は除く）には、その都度当該

工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。 

 

3.詳細施工計画書 

受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなけれ

ばならない。 

 

1-1-1-5 コリンズ（CORINS）への登録 

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報システム

（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」を

コリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を

除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は、

工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければな 

らない。 

登録対象は、工事請負代金額 500 万円以上（単価契約の場合は契約総額）の全ての工事とし、受注・変更・完成・

訂正時にそれぞれ登録するものとする。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。 

なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申

請を省略できる。 

また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、

速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。 

 

1-1-1-6 監督職員 

1.監督職員の権限 

当該工事における監督職員の権限は、契約書第 9 条第 2 項に規定した事項である。 

 

2.監督職員の権限の行使 

監督職員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督職員が、受注

者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員と

受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。 

 

1-1-1-7 工事用地等の使用 

1.維持・管理 

受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理す

るものとする。 

 

2.用地の確保 

設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら

準備し、確保するものとする。この場合に 

おいて、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地（受注者の現場事務所、宿舎、駐車場）及び型枠ま

たは鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに発注者の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地

等をいう。 

 

3.第三者からの調達用地 

受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、

その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。 

 

4.用地の返還 

受注者は、第 1 項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督職員の指示に従い復旧の上、

速やかに発注者に返還しなければならない。 

工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。 

 

5.復旧費用の負担 

発注者は、第 1 項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは、受注者の費用負担にお

いて自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この

場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。 

 

6.用地の使用制限 

受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 

 

1-1-1-8 工事の着手 

受注者は、特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には、その期日までに工事着手しなければ

ならない。 

 

1-1-1-9 工事の下請負 

受注者は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

（1） 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 

（2） 下請負者が国土交通省○○地方整備局の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。 

（3） 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 

なお、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条

件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した

適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。 

 

1-1-1-10 施工体制台帳 

1.一般事項 

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出

について」（令和 3 年 3 月 5 日付け国官技第 319 号、国営建技第 16 号、令和 3 年 3 月 22 日付け国港技第 90 号）に従

って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出しなければならない。 

なお、施工体制台帳等は、原則として、電子データで作成・提出するものとする。 

 

2.施工体系図 

第 1 項の受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」（令和 3 年 3 月 5 日付け国官技

第 319 号、国営建技第 16 号、令和 3 年 3 月 22 日付け国港技第 90 号）に従って、各下請負者の施工の分担関係を表

示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい

場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督職員に提出しなければならない。 

 

3.名札等の着用 

第 1 項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負者を含む。）及び第 1 項の受注者の専門技

術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札

等を着用させなければならない。名札は図 1-1-1 を標準とする。 

（監理技術者補佐は、建設業法第 26 条第３項ただし書きに規定する者をいう。） 

4.施工体制台帳等変更時の処置 

第 1 項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出しなけ

ればならない。 

 

1-1-1-11 受発注者間の情報共有 

受発注者間の設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、受注者、発注者が一堂に会する会議を施工者が設

計図書の照査を実施した後及びその他必要に応じて開催するものとする。なお、開催の詳細については、特記仕様書

の定めによるものとする。 
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1-1-1-12 受注者相互の協力 

受注者は、契約書第 2 条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければなら

ない。 

また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならな

い。 

 

1-1-1-13 調査・試験に対する協力 

1.一般事項 

受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれ

に協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。 

 

2.公共事業労務費調査 

受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以下の各号に掲げる協

力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 

（1） 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。 

（2） 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協

力しなければならない。 

（3） 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する

等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 

（4） 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二

次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 

 

3.諸経費動向調査 

受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしな

ければならない。また、工期経過後においても同様とする。 

 

4.施工合理化調査等 

受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしな

ければならない。また、工期経過後においても同様とする。 

 

5.低入札価格調査 

受注者は、当該工事が予決令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合の措置として「低入札価格

調査制度」の調査対象工事となった場合は、以下に掲げる措置をとらなければならない。 

（1） 受注者は、監督職員の求めに応じて、施工体制台帳を提出しなければならない。また、書類の提出に際して、そ

の内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。 

（2） 第 1 編 1-1-1-4 に基づく施工計画書の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者

はこれに応じなければならない。 

（3） 受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の作成を行い、工事完成後、速やかに監督職員に提出しなければなら

ない。 

（4） 受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の内容について、監督職員が説明を求めた場合には、これに応じなけ

ればならない。 

なお、監督職員からその内容の説明を下請負者へも行う場合があるので、受注者は了知するとともに、下請負者

に対し周知しなければならない。 

 

6.NETIS 

受注者は、新技術情報提供システム（NETIS）等を利用することにより、活用することが有用と思われる NETIS 登

録技術が明らかになった場合は、監督職員に報告するものとする。 

受注者は、「公共工事等における新技術活用システム」に基づき NETIS に登録されている技術を活用して工事施工

する場合には、以下の各号に掲げる措置をしなければならない。 

受注者は、「公共工事等における新技術活用の促進について」（令和 2 年 7 月 1日、国官総第 20 号、国官技第 41

号）、「「公共工事等における新技術活用システム」実施要領について」（令和 4 年 4 月 1 日、国官総第 185 号、国官技

第 391 号、国営施第 19 号、国総公第 252 号）」による必要な措置をとるものとする。 

（1） 受注者は、発注者指定型により NETIS 登録技術の活用が設計図書で指定されている場合は、当該施工が完了次

第、活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断

された技術（NETIS 登録番号の末尾が「-VE」とされている技術）は活用効果調査表の提出を要しない。 

（2） 受注者は、施工者選定型により NETIS 登録技術を活用した施工を行う場合、新技術活用計画書を発注者に提出し

なければならない。また、当該施工が完了次第、活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。ただし、

活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断された技術（NETIS 登録番号の末尾が「-VE」とされている技術）は

活用効果調査表の提出を要しない。 

 

7.独自の調査・試験を行う場合の処置 

受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督職員に説明し、承諾を得

なければならない。 

また、受注者は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。 

 

1-1-1-14 工事の一時中止 

1.一般事項 

発注者は、契約書第 20 条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知

した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。 

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象によ

る工事の中断については、第 1 編 1-1-1-42 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。 

（1） 埋蔵文化財調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場

合。 

（2） 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合。 

（3） 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合。 

 

2.発注者の中止権 

発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合に

は、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。 

 

3.基本計画書の作成 

前 1 項及び 2 項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画

書を監督職員を通じて発注者に提出し、協議するものとする。また、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しな

ければならない。 

 

1-1-1-15 設計図書の変更 

設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となる

ことを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。 

 

1-1-1-16 工期変更 

1.一般事項 

契約書第 15 条第 7 項、第 17 条第 1 項、第 18 条第 5 項、第 19 条、第 20 条第 3 項、第 22 条及び第 44 条第 2 項の

規定に基づく工期の変更について、契約書第 24 条の工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で

確認する（本条において、以下、「事前協議」という。）ものとし、監督職員はその結果を受注者に通知するものとす

る。 

 

2.設計図書の変更等 

受注者は、契約書第 18 条第 5 項及び第 19 条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第 1 項に示す事

前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表

その他必要な資料を添付の上、契約書第 24 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議

しなければならない。 

 

3.工事の一時中止 

受注者は、契約書第 20 条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第 1 項に示す事前協

議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その

他必要な資料を添付の上、契約書第 24 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しな

ければならない。 



5 

 

 

4.工期の延長 

受注者は、契約書第 22 条に基づき工期の延長を求める場合、第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象

であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約

書第 24 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。 

 

5.工期の短縮 

受注者は、契約書第 23 条第 1 項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表

その他必要な資料を添付し、契約書第 24 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議し

なければならない。 

 

1-1-1-17 支給材料及び貸与品 

1.一般事項 

受注者は、支給材料及び貸与品を契約書第 15 条第 8 項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなけれ

ばならない。 

 

2.受払状況の記録 

受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければ

ならない。 

 

3.支給品精算書、支給材料精算書 

受注者は、工事完成時（完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。）に、支給品精算書

を、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。 

 

4.引渡場所 

契約書第 15 条第 1 項に規定する「引渡場所」は、設計図書または監督職員の指示によるものとする。 

 

5.貸与機械の使用 

受注者は、貸与機械の使用にあたっては、別に定める請負工事用建設機械無償貸付仕様書によらなければならな

い。 

 

6.返 還 

受注者は、契約書第 15 条第 9 項「不用となった支給材料又は貸与品」の規定に基づき返還する場合、監督職員の

指示に従うものとする。 

なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。 

 

7.修理等 

受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 

 

8.流用の禁止 

受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。 

 

9.所有権 

支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。 

 

1-1-1-18 工事現場発生品 

1.一般事項 

受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督職員の指示する場所で監督職員に引き

渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。 

 

2.設計図書以外の現場発生品の処置 

受注者は、第 1 項以外のものが発生した場合、監督職員に連絡し、監督職員が引き渡しを指示したものについて

は、監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて

発注者に提出しなければならない。 

 

1-1-1-19 建設副産物 

1.一般事項 

受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設

計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するもの

とし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあっては、監督職員の承諾を得なければならない。 

 

2.マニフェスト 

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェ

ストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督職員に提示しなければならない。 

 

3.法令遵守 

受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成 14 年 5月 30 日）、再生資源の利用の促進

について（建設大臣官房技術審議官通達､平成 3 年 10 月 25 日）、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン（国土交

通事務次 

官通達、平成 18 年 6 月 12 日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならな

い。 

 

4.再生資源利用計画 

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入

する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しな

ければならない。 

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

 

5.再生資源利用促進計画 

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混

合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその

写しを 

添付して監督職員に提出しなければならない。 

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

 

6.実施書の提出 

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録

した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。 

 

7.建設副産物情報交換システム 

受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物、建

設発生土を搬入、搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入

力するものとする。 

なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に代わるものとし、これ

によりがたい場合には、監督職員と協議しなければならない。 

 

8.建設発生土情報交換システム 

受注者は、建設発生土を搬入または搬出する場合で、工事の実施に当たって土量、土質、土工期等の登録されてい

る情報に変更があった場合、監督職員が通知する「登録工事番号」を用いて、速やかに当該システムのデータ更新を

行うものとする。 

なお、これによりがたい場合には、監督職員と協議するものとする。 

 

1-1-1-20 工事完成図 

受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成しなければならない。 

ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督職員の承諾を得て工事完成図を省略することができ

る。 

 

1-1-1-21 工事完成検査 

1.工事完成通知書の提出 
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受注者は、契約書第 32 条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員を通じて発注者に提出しなければならな

い。 

 

2.工事完成検査の要件 

受注者は、工事完成通知書を監督職員に提出する際には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならな

い。 

（1） 設計図書（追加、変更指示も含む。）に示されるすべての工事が完成していること。 

（2） 契約書第 17 条第 1 項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。 

（3） 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了してい

ること。 

（4） 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。 

 

3.検査日の通知 

発注者は、工事完成検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。 

 

4.検査内容 

検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、以下の各号に掲げる検

査を行うものとする。 

（1） 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ 

（2） 工事管理状況に関する書類、記録及び写真等 

（3） 週休二日の履行状況 

 

5.修補の指示 

検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができる

ものとする。 

 

6.修補期間 

修補の完了が確認された場合は、その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は、契約書第 32 条第 2 項に規

定する期間に含めないものとする。 

 

7.適用規定 

受注者は、当該工事完成検査については、第 3 編 3-1-1-6 監督職員による確認及び立会等第 3 項の規定を準用す

る。 

 

1-1-1-22 既済部分検査等 

1.一般事項 

受注者は、契約書第 38 条第 2 項の部分払の確認の請求を行った場合、または、契約書第 39 条第 1 項の工事の完成

の通知を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。 

 

2.部分払いの請求 

受注者は、契約書第 38 条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する

資料を作成し、監督職員に提出しなければならない。 

 

3.検査内容 

検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、以下

の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（1） 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。 

（2） 工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。 

（3） 週休二日の履行状況 

 

4.修 補 

受注者は、検査職員の指示による修補については、前条の第 5 項の規定に従うものとする。 

 

 

 

5.適用規定 

受注者は、当該既済部分検査については、第 3 編 3-1-1-6 監督職員による確認及び立会等第 3 項の規定に準用す

る。 

 

6.検査日の通知 

発注者は、既済部分検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。 

 

7.中間前払金の請求 

受注者は、契約書第 35 条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に履行報告書を作成し、監督

職員に提出しなければならない。 

 

1-1-1-23 部分使用 

1.一般事項 

発注者は、受注者の同意を得て部分使用できる。 

 

2.監督職員による検査 

受注者は、発注者が契約書第 34 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、監督職員による品

質及び出来形等の検査（確認を含む）を受けるものとする。 

なお、中間技術検査による検査（確認）でも良い。 

 

1-1-1-24 施工管理 

1.一般事項 

受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に

適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。 

 

2.施工管理頻度、密度の変更 

監督職員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することが

できる。この場合、受注者は、監督職員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとす

る。 

（1） 工事の初期で作業が定常的になっていない場合 

（2） 管理試験結果が限界値に異常接近した場合 

（3） 試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合 

（4） 前各号に掲げるもののほか、監督職員が必要と判断した場合 

 

3.標示板の設置 

受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事目的、工期、発注者名及び

施工者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設

置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略することができる。 

なお、標示板の記載にあたっては、工事に関する情報をわかりやすく記載するものとし、図 1-1-2 を参考とする。 

また、記載内容については、工事内容に応じて、道路工事現場における標示施設等の設置基準について（昭和 37

年 8 月 30 日付け 道発 372 号 道路局長通達、最新改正平成 18 年 3 月 31 日付け 国道利 37 号・国道国防第 205 号 道

路局路政課長、国道・防災課長通達）、河川工事等の工事看板の取扱いについて（令和 3 年 5 月 27 日付け 国水環第

26 号・国水治第 22 号・国水保第 8 号・国水海第 10 号 水管理・国土保全局河川環境課長、治水課長、保全課長、海

岸室長通達）によるものとする。 

 

4.整理整頓 

受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。 

 

5.周辺への影響防止 

受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならな

い。また、影響が生じるおそれがある場合、または影響が生じた場合には直ちに監督職員へ連絡し、その対応方法等

に関して監督職員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受

注者自らの負担で原形に復元しなければならない。 
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6.労働環境等の改善 

受注者は、工事の適正な実施に必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活用した工事の実施の効率化等による生

産性の向上並びに技術者、技能労働者等育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間、その他の労働条件、

安全衛生ご協力をお願いします 

その他の労働環境の改善に努めなければならない。 

また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良

好な作業環境の確保に努めなければならない。 

 

7.発見・拾得物の処置 

受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、監督職員へ連絡しその

対応について指示を受けるものとする。 

 

8.記録及び関係書類 

受注者は、電気通信設備工事の施工管理及び規格値を定めた電気通信設備工事施工管理基準(案)（出来形管理基準

及び品質管理基準）により施工管理を行い、また、電気通信設備工事写真管理基準(案)により電気通信設備工事の工

事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければな

らない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。 

なお、電気通信設備工事施工管理基準(案)、及び電気通信設備工事写真管理基準(案)に定められていない工種また

は項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。 

 

9.品質記録台帳 

受注者は、工事に使用した建設資材の品質記録について建設材料の品質 記録保存業務実施要領（案）（国土交通省 

大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長通達、平成 30 年 3 月 28 日）に基づいて品質記録台帳を提出しなけれ

ばならない。 

 

10.工事情報共有化 

受注者は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図らなければな

らない。 

また、情報を交換・共有するにあたっては、工事情報共有システム（ASP）を活用することとし、最新版の「土木

工事の情報共有システム活用ガイドライン」に基づくこととする。 

なお、工事で使用する情報共有システムは、最新版の「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要

件」を満たすものとし、システムのサービス提供者との契約は受注者が行うものとする。 

 

11.不具合等発生時の措置 

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、または、公益通報者等から当該工

事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に報告しなければならない。 

 

1-1-1-25 履行報告 

受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、工事履行報告書を監督職員に提出しなければならない。 

 

1-1-1-26 週休二日の対応 

受注者は、週休二日に取り組み、その実施内容を監督職員に報告しなければならない。 

なお、週休二日は、月単位で４週８休以上の現場閉所または、技術者及び技能労働者が交代しながら４週８休以上

の休日を確保し実施に努めなければならない。 

 

1-1-1-27 工事関係者に対する措置請求 

1.現場代理人に対する措置 

発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるも

のがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで

きる。 

 

2.技術者に対する措置 

発注者または監督職員は、主任技術者（監理技術者）、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を除

く。）が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、

受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

 

1-1-1-28 工事中の安全確保 

1.安全指針等の遵守 

受注者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、令和 4 年 2 月）、建設機械施工安全技

術指針（国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成 17 年 3 月 31 日）、

「港湾工事安全施工指針（社）日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針（社）日本潜水協会」及び「作業船団安

全運航指針（社）日本海上起重技術協会」、JIS A 8972（斜面・法面工事用仮設設備）を参考にして、常に工事の安

全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超え

て受注者を拘束するものではない。 

 

2.建設工事公衆災害防止対策要領 

受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省 告示第 496 号、令和元年 9 月 2 日）を遵守して災害の防

止を図らなければならない。 

 

3.支障行為等の防止 

受注者は、工事施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または

公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 

 

4.使用する建設機械 

受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合

には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職

員の承諾を得て、それを使用することができる。 

 

5.周辺への支障防止 

受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さな

ければならない。 

 

6.架空線等事故防止対策 

受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等

置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査（場所、種類、高さ等）を行い、その調査結果につい

て、支障物件の有無に関わらず、監督職員へ報告しなければならない。 

 

7.防災体制 

受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止

めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。 

 

8.第三者の立入り禁止措置 

受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止

の標示板等を設けなければならない。 

 

9.安全巡視 

受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければ

ならない。 

 

10.現場環境改善 

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行

い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとす

る。 

 

11.定期安全研修・訓練等 

受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、以下の各号から実施する内

容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、作業員全員の参加が困難な場合

は、複数回に分けて実施する事も出来る。 

（1） 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

（2） 当該工事内容等の周知徹底 
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（3） 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

（4） 当該工事における災害対策訓練 

（5） 当該工事現場で予想される事故対策 

（6） その他、安全・訓練等として必要な事項 

 

12.施工計画書 

受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載しなければな

らない。 

 

13. 安全教育・訓練等の記録 

受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備及び保

管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。 

 

14.関係機関との連絡 

受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な

連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。 

 

15.工事関係者の連絡会議 

受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密

な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者

連絡会議を組織するものとする。 

 

16.安全衛生協議会の設置 

監督職員が、労働安全衛生法（令和元年 6 月改正 法律第 37 号）第 30 条第 1 項に規定する措置を講じるものとし

て、同条第 2 項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。 

 

17.安全優先 

受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法（令和元年 6 月改正 法律第 37 号）等

関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づい

て適切な措置を講じておかなければならない。 

 

18.災害発生時の応急処置 

災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じる

とともに、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡しなければならない。 

 

19.地下埋設物等の調査 

受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督職員に報

告しなければならない。 

 

20.不明の地下埋設物等の処置 

受注者は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督職員に連絡し、その処置については占用者

全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。 

 

21.地下埋設物件等損害時の措置 

受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡し、応急措置をとり

補修しなければならない。 

 

1-1-1-29 爆発及び火災の防止 

1.火薬類の使用 

受注者は、火薬類の使用については、以下の規定による。 

（1） 受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令

を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。 

なお、監督職員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手

帳を提示しなければならない。 

（2） 現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全

の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。 

 

 

2.火気の使用 

受注者は、火気の使用については、以下の規定による。 

（1） 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施

工計画書に記載しなければならない。 

（2） 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 

（3） 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなけれ

ばならない。 

（4） 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。 

 

1-1-1-30 後片付け 

受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付

け、かつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。 

ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督職員の指

示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。 

 

1-1-1-31 事故報告書 

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡する。また、建設工事事故データベー

スシステムの登録対象となる工事事故の場合、監督職員が指示する期日までに、工事事故報告書を提出し、建設工事

事故データベースシステムに、工事事故に関する情報を登録する。 

 

1-1-1-32 環境対策 

1.環境保全 

受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事官通達、昭和 62 年 3 月 30 日改正）、関

連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の

実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。 

 

2.苦情対応 

受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督職員に連絡しなければなら

ない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容

は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告しなければな

らない。 

 

3.注意義務 

受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者が

善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を監督職員に提出しな

ければならない。 

 

4.廃油等の適切な措置 

受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づ

き、適切な措置をとらなければならない。 

 

5.水中への落下防止措置 

受注者は、海中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、工事の廃材、残材等を海中に投

棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。 

 

6.排出ガス対策型建設機械 

受注者は、工事の施工にあたり表 1-1-1 に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に

関する法律（平成 29 年 5月改正 法律第 41 号）」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス

対策型建設機械指定要領（平成 3 年 10 月 8 日付 建設省経機発第 249 号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に

関する規程（最終改正平成 24 年 3 月 23 日付 国土交通省告示第 318 号）」、もしくは「第 3 次排出ガス対策型建設機
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械指定要領（最終改訂平成 28 年 8 月 30 日付 国総環リ第 6 号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械（以下

「排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用しなければならない。 

排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成 7 年度建設技術評価制度公募課題

「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証

明事業若しくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置（黒煙浄化装置付）を装着した建設機械を

使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 

受注者は、トンネル坑内作業において表 1-1-2 に示す建設機械を使用する場合は、2011 年以降の排出ガス基準に適

合するものとして「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」（令和 3 年 2 月改正 経済産業省・国土

交通省・環境省令第 1 号第 16 条第 1 項第 2 号もしくは第 20 条第 1 項第 2 号）に定める表示が付された特定特殊自動

車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成 3 年 10 月 8 日付 建設省経機発第 249 号）」もしくは「第 3 次

排出ガス対策型建設機械指定要領（最終改訂平成 28 年 8 月 30 日付 国総環リ第 6 号）」に基づき指定されたトンネル

工事用排出ガス対策型建設機械（以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。）を使用しなければな

らない。 

トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成 7 年度建設技術評

価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装 

置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業若しくは建設技術審

査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合

は、監督職員と協議するものとする。 

 

7.特定特殊自動車の燃料 

受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自

動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油（ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。）を選

択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しな

ければならない。 

なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。 

 

8.低騒音型・低振動型建設機械 

受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事官通達、昭和 62 年 3 月 30 日改正）によ

って低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定

に関する規程（国土交通省告示、平成 13 年 4 月 9 日改正）に基づき指定された建設機械を使用しなければならな

い。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種ま

たは対策をもって協議することができる。 

 

9.特定調達品目 

受注者は、資材（材料及び機材を含む）、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等（国等に

よる環境物品等の調達の推進等に関する法律（令和 3 年 5 月改正 法律第 36 号、「グリーン購入法」という。）第 2 条

に規定する環境物品等をいう。）の使用を積極的に推進するものとする。 

（1）グリーン購入法第 6 条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用

する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。なお、事業ごとの特性、必要とされ

る強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督職員と協議する。 

また、その調達実績の集計結果を監督職員に提出するものとする。 

なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督職員の指示による。 

（2）グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。 

 

1-1-1-33 文化財の保護 

1.一般事項 

受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中

に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。 

 

2.文化財等発見時の処置 

受注者が、工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因する

ものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。 

 

1-1-1-34 交通安全管理 

1.一般事項 

受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等により、路面を損傷し、ある

いは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならな

い。 

なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第 29 条によって処置するものとする。 

 

2.施工計画書 

受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載し

なければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場

合を除 

き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 

 

3.輸送災害の防止 

受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行

い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施

設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。 

 

4.交通安全等輸送計画 

受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機

関と打合せの上、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。 

なお、受注者は、ダンプトラックを使用する場合、「直轄工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領」に従

うものとする。 

 

5.交通安全法令の遵守 

受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所

轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（令和 3 年 9 月改正 内閣府・国土

交通省令第 4 号）、道路工事現場における標示施設等の設置基準（建設省道路局長通知、昭和 37 年 8 月 30 日）、道路

工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について（局長通知 平成 18 年 3 月 31 日 国道利 37 号・国道国

防第 205 号）、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国

道・防災課長通知 平成 18 年 3 月 31 日 国道利 38 号・国道国防第 206 号）及び道路工事保安施設設置基準（案）（建

設省道路局国道第一課通知 昭和 47 年 2 月）に基づき、安全対策を講じなければならない。 

 

6.工事用道路使用の責任 

発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 

 

7.工事用道路共用時の処置 

受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うととも

に、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。 

 

8.工事用道路の維持管理 

受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持

管理及び補修を行うものとする。 

 

9.公衆交通の確保 

公衆の交通が自由、かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。受注者は、

毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業が中断する時には、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を

除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。 

 

10.水上輸送 

工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には、本条の「道路」は、水門または水路に関す

るその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。 

 

11.作業区域の標示等 

受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければな

らない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する場合、見張りを強化する等、事故の防止

に努めなければならない。 
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12. 水中落下支障物の処置 

受注者は、船舶の航行または漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を水中に落とした場合、直ちに、その物

体を取り除かなければならない。 

なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険箇所を明示し、関係機関に通報及び監督職員へ連絡しなけ

ればならない。 

 

13.作業船舶機械故障時の処理 

受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。 

なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び監督職員へ

連絡しなければならない。 

 

14.通行許可等 

受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（令和 3 年 7 月改正政令第 198 号）第 3 条における一般

的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の 2 に基づく通行許可、または道路法第 47 条の 10 に基

づく通行可能経路の回答を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令（令和 4 年 1 月改正 

政令第 16 号）第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法（令和 4 年 4

月改正 法律第 32 号）第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 

 

1-1-1-35 施設管理 

受注者は、工事現場における公物（各種公益企業施設を含む。）または部分使用施設（契約書第 34 条の適用部分）

について、施工管理上、契約図書における規定の履行をもっても不都合が生じるおそれがある場合には、その処置に

ついて監督職員と協議できる。 

なお、当該協議事項は、契約書第 9 条の規定に基づき処理されるものとする。 

 

1-1-1-36 諸法令の遵守 

受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るととも 

に、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。 

 

2.法令違反の処置 

受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければな

らない。 

 

3.不適当な契約図書の処置 

受注者は、当該工事の計画、契約図面、仕様書及び契約そのものが第 1 項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾

していることが判明した場合には速やかに監督職員と協議しなければならない。 

 

1-1-1-37 官公庁等への手続等 

1.一般事項 

受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。 

 

2.関係機関への届出 

受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または

設計図書の定めにより実施しなければならない。 

 

3.諸手続きの提示、提出 

受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その書面を監督職員に提示しなければならない。 

なお、監督職員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。 

 

4.許可承諾条件の遵守 

受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、受注者は、許可承諾内容が設

計図書に定める事項と異なる場合、監督職員と協議しなければならない。 

 

5.コミュニケーション 

受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。 

 

6.苦情対応 

受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に

あたらなければならない。 

 

7.交渉時の注意 

受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わなければならない。

受注者は、交渉に先立ち、監督職員に連絡の上、これらの交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。 

 

8.交渉内容明確化 

受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状

況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

 

1-1-1-38 施工時期及び施工時間の変更 

1.施工時間の変更 

受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職

員と協議するものとする。 

 

2.休日または夜間の作業連絡 

受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、作業を行うにあたって

は、事前にその理由を監督職員に連絡しなければならない。 

ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。 

 

1-1-1-39 工事測量 

1.一般事項 

受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮 BM）、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、

横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督職員に測量結

果を速 

やかに提出し指示を受けなければならない。 

なお、測量標（仮 BM）及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督職員の指示を受けなければならな

い。また受注者は、測量結果を監督職員に提出しなければならない。 

 

2.引照点等の設置 

受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これら

を確認し、変動や損傷のないよう努めければならない。変動や損傷が生じた場合、監督職員に連絡し、速やかに水準

測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。 

 

3.仮設標識 

受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。 

 

4.工事用測量標の取扱い 

受注者は、用地幅杭、測量標（仮 BM）、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、こ

れを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合

は、監督職員と協議しなければならない。 

なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。 

 

5.既存杭の保全 

受注者は、工事の施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含

めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。 

 

6.水準測量・水深測量 

水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。 
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1-1-1-40 不可抗力による損害 

1.工事災害の報告 

受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 30 条の規定の適用を受けると思わ

れる場合には、直ちに工事災害通知書により監督職員を通じて発注者に通知しなければならない。 

 

2.設計図書で定めた基準 

契約書第 30 条第 1 項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるものをいう。 

（1） 波浪、高潮に起因する場合 

波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合 

（2） 降雨に起因する場合 

以下のいずれかに該当する場合とする。 

① 24 時間雨量（任意の連続 24 時間における雨量をいう。）が 80mm 以上 

② 1 時間雨量（任意の 60 分における雨量をいう。）が 20mm 以上 

③ 連続雨量（任意の 72 時間における雨量をいう。）が 150mm 以上 

④ その他設計図書で定めた基準 

（3） 強風に起因する場合 

最大風速（10 分間の平均風速で最大のものをいう。）が 15m／秒以上あった場合 

（4） 河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそれに準ずる出水により発生した場合 

（5） 地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼ

したと認められる場合 

 

3.その他 

契約書第 30 条第 2 項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書

及び契約書第 27 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責による

とされるものをいう。 

 

1-1-1-41 特許権等 

1.一般事項 

受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担

を契約書第 8 条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督職員と協議し

なければならない。 

 

2.保全措置 

受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利

の帰属等については、発注者と協議しなければならない。 

3.著作権法に規定される著作物 

発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法（令和 3 年 6 月改正 法律第 52 号）第 2 条第 1 項第 1 号に規定

される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。 

なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除または

編集して利用することができる。 

 

1-1-1-42 保険の付保及び事故の補償 

1.一般事項 

受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及び

その作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を付保しなければならない。 

 

2.回航保険 

受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保しなければならない。 

 

3.保険加入の義務 

受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形

態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 

 

4.法定外の労災保険の付保 

受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。 

 

5.補 償 

受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償を

しなければならない。 

 

6. 建設業退職金共済制度の履行 

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発注者用）を工事請負契約

締結後原則 1 ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則４０日以内）に、発注者に提

出しなければならない。 

また、工事完成時、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、監督職員に提示しなければならない。 

 

1-1-1-43 臨機の措置 

1.一般事項 

受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、

措置をとった場合には、その内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。 

 

2.天災等 

監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為

的事象（以下「天災等」という。）に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると

認められ 

るときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

 

1-1-1-44 石綿使用の有無 

受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石綿（アスベスト）の使用の有無の「事前調査」を行わ

なければならない。石綿障害予防規則に基づく一定規模以上の工事にあっては「事前調査結果の報告」を所轄労働基

準監督局に届出を行わなければならない。また、大気汚染防止法に基づき、特定粉じん発生施設を設置しようとする

ときは、都道府県知事に届出を行わなければならない。 
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第 二 章 特 記 仕 様（電気工事の部） 

図面及び仕様書に記載のない事項は、下記による。 

○「土木工事標準仕様書」    ：国土交通省大臣官房官庁技術調査課監修 

〇「電気通信設備工事共通仕様書」：国土交通省大臣官房官庁技術調査課監修 

○「高圧受変電設備規定」    ： 一般社団法人日本電気協会（JCAE） 

〇「建築工事標準仕様書」    ：日本建築学会（JASS） 

〇「コンクリート標準仕方書」  ：土木学会（JSCE） 

 

 

１ 一般事項 （1）工事材料等 

材料の製造所及び製品は、特記されたもの又はこれらと同等以上とする。 

ただし、同等以上とする場合は、監督職員の承諾を受ける。 

（2）発生材の処理 

構外に搬出し、再生資源の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設

工事に係る資材の再資源化等に関する法律、その他関係法令等によるほか、建設副産物適

正処理推進要綱に従い適切処理し、監督職員に報告する。産業廃棄物処理については、マ

ニフェスト及び搬出入状況写真等により管理し適法に行なう。 

（3）工事実績登録 

契約金額に基づき工事実績情報を登録する。 

登録内容については、あらかじめ監督職員の確認を受ける。 

（4）注意事項 

本工事は、港湾運営と並行して施工するため、仮設材、養生材等による校務運営への障害

については未然に防止するとともに仮設計画を事前に監督職員に提出し承諾を受ける。 

 

  

２ 仮設工事 （1）工事用水 

構内既存施設は存在しない。 

（2）工事用電力 

構内既存施設は存在しない。 

（3）工事用道路 

工事用道路（敷地内外及び資材ヤード付近）の良好なる維持管理を行い、使用後は受注者

において速やかに原形に復旧すること。 

（4）仮設足場 [2.2.1] 

要しない 

(5) 安全対策 

   法令に従い外周に墜落防止用の設備を仮設する。 

（5）既存部分の養生［2.3.1］ 

ビニールシート等による 

（6）監督員事務所［2.4.1］ 

設けない 

（7）公衆災害の防止等 

関係規定を順守して災害の防止に努めること。 

（8）その他 

   本件工事は、公共岸壁の出入口部の埋設配線工事を伴うことから、交通に支障を生じる

作業を実施する際は、仮設の通路を設け、車両及び一般通行の妨げとなることが内容に注

意する。 

  

  

  

  

  

  

  

３ 受変電設備 （１）増設工事 

 既設受変電設備に以下の設備を増設する。 

 電力の取り出しは二方向とし、ブレーカにより供給の制御ができるものとすること。 

 <機器使用>キュービクル（動力盤） 

 筐体 

  高圧交流負荷開閉器（LBS） 7.2kV 3φ_200A 

  ヒューズ          7.2kV 40A 40kVA 

  三相変圧器（Tr）      6600V/440V ※官給品 

  計器用変流器（CT） 

  電力計切替スイッチ（As） 

  電圧計切替スイッチ（VS） 

  電流計（A） 

  電圧計（V） 

  漏電遮断器(ELB) 感度電流 200mA 3P 400AF/400AT 2 台 

 <コンデンサ盤（SC2）> 

 筐体 

 高圧交流負荷開閉器（LBS） 7.2kV 3φ_200A 

 高圧進相コンデンサ（SC）  6.6kV 160.0Kvar （60hz）6% 

 直列リアクトル  （SR）  6.6kV  12.8Kvar （60hz）6% 

  

 （２）改修工事 

   以下の回収を実施する 

 ① 高圧気中開閉器（PAS）１台を取替える 

   規格：7.2kv_3P_200A_方向性_LA 内蔵_耐塩害(SUS)_制御装置屋内型 

 ② 高圧引込線取替える 

   端末処理は付帯する 

   配線規格：EM-CET_38sq 

        PDC-38sq   

        KIP-38sq    

 ③ 既設コンデンサ盤、低圧動力盤（１）の高圧負荷開閉器（LBS）を取り換える 

   高圧交流負荷開閉器 LBS_7.2kv_200A ×  ２基 

   パワーヒューズ   G40A      × １２本 

   ＰＦバリア             ×  ２セット 

 ④ 既設受変電設備の腐食部のケレン、タッチアップ塗装を行う。（約４m2 程度） 

   塗装前に腐食状況を確認し、監督職員に報告する 

  

  

  

４ 配線工事 キュービクルから受電盤までの間（延べ 500ｍ）を配線する。 

 配線は基本転がし配線とするが、埠頭出入口の車道横断部 19ｍは埋設配線とする。 

   使用配線（１）：EM-CET-200sq 

 使用配線（２）：EM-IE_22sq 

 配線被覆   ：FEP100φ 

  配線の埋設は国土交通省の基準による 0。 

 2500 ㎜スパンで排水を良好になるように金具等により管路を 20 ㎜程度浮かせる 

  

５ 分電盤設置  図示の位置 2 か所に配電盤取付支柱を設置のうえ配電盤を設置固定する。 

  支柱は図示により作成し、あと工アンカーを用い岸壁に固定する。 

  

   <配電盤仕様>（1 基あたりの構成） 

  筐体      700×1240×250×1 個 

  漏電遮断器   ELCB3P （AF/AT：400/400）×1個 

  端子台     3P400A×2 個 

  負荷容量    300kVA 

  分電盤取付支柱 SUS_φ165.2×2t 
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  支柱固定材料  あと施工アンカーM16×4 本(接着系) 

          ナット×8 個（ダブルナット×4 か所） 

          ワッシャ×4 枚 

  

６ コンクリート １）共通事項 

  工事   標準仕様書による 

 ２）コンクリートの種類・品質 

 （１）種類 

    レディーミクストコンクリート「Ⅰ類」（JIA_A_5308） 

 （２）設計強度 

    ２４N/mm2 

 （３）スランプ 

    ８cm（許容差±1.0 ㎝） 

 （４）打ち放しの仕上がり 

    Ａ種 

 （５）コンクリート材料 

  ア 高炉セメント（Ｂ種） 

  イ 細骨材寸法        40 ㎜ 

  ウ 水セメント比     最大 60％ 

 （６）型枠 

  ア 材質 

    表面加工品（合板の日本農林規格 5 条コンクリート型枠用合板の規格適合品） 

  イ 厚さ 

    12 ㎜ 

  ウ せき板の存置期間 

    土木標準仕様書による 

  

 （７）試験 

  ア フレッシュコンクリート試験 

  イ 調合管理強度判定試験 

 （８）その他 

    打設日及び養生期間の平均気温を考慮し、材料、施工、養生方法について管理する。 

  

７ 鉄筋工事 １）共通事項 

 （１）一般事項 

    標準仕様書による 

 （２）配筋検査 

    配筋は、コンクリートの打ち込み先立ち、監督職員の検査を受ける 

 ２）材料 

 （１）鉄筋 

    鉄筋は原則「異形鉄筋」として種類は以下による。 

     D16 以下 SD295A 

     D19 以上 SD345 

 （２）材料試験 

    標準仕様書による 

 ３）加工・組立 

 （１）継手・定着 

  ア 継手の種類は原則「重ね継手」とする。 

  イ 定着長さは標準仕方書による 

  ウ かぶり厚さは図示のほか。標準仕方書による。 

 （２）その他 

    標準仕方書による 

 ４）あと施工アンカー 

 （１）施工管理技術者及び技能資格者 

    あと施工アンカーの施工にあっては、施工管理技術者及び技能資格者を置き、適切に施

工及び管理を行う。 

 （２）施工確認試験 

    施工確認試験は「引張試験」とする。 

    試験強度は最大引張強度の 2/3 とする 

 （３）あと施工アンカーの種類は「接着系」とし、施工は標準仕様書に準拠する。 

  

８ 土工 （１）根切 

    標準仕様書による。 

 （２）埋め戻し 

    埋め戻しは「B 種」 

 （３）締固め 

    締固めは「20 ㎝毎」に適切に締め固める 

  

９ 地業 受変電盤基礎の地業は以下のとおりとする。 

 （１）砕石地業 

    再生クラッシャラン（RC-40）ア 100 

 （２）捨てコンクリート 

  ア 設計強度 18N/mm2 

  イ スランプ 15cm 

  ウ 骨材   20 又は 25 ㎜ 

10 舗装 （１）撤去 

    既設舗装を破砕撤去する 

    撤去にあってはカッターを使用し周囲に不要な損傷は与えないこと。 

 （２）路盤工 

    図示及び路盤は以下による。 

 RC-30                  ｱ 150 

     M -30          ｱ 100 

     アスファルト安定処理剤 ｱ 100 

 （３）舗装 

    舗装は図示及び以下による。 

   施工にあっては、標準仕様書による。 

     粗粒度アスファルト  ｱ 50 

     密粒度アスファルト  ｱ 50 
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地中埋設部

(Ｓ＝１：８，０００）

2
2
5
,
2
0
0

19,000

(既設・改修増設)

分電盤Ｂ（既設）

分電盤Ｄ（新設）

分電盤Ｃ（新設）

分電盤Ａ（既設）

FEP100（外形130）275ｍ
・EM-CET200sq
・EM-IE22sq

（在来）

FEP150（外形189）275ｍ
・EM-CET200sq（在来再使用）×1
・EM-CET200sq（新設）×1
・EM-IE22sq（在来再使用）×1
・EM-IE22sq（新設）×1

（改修）

・EM-CET200sq
・EM-IE22sq

（在来）

・EM-CET200sq（在来再使用）×1
・EM-CET200sq（新設）×1
・EM-IE22sq（在来再使用）×1
・EM-IE22sq（新設）×1

（改修）

FEP100（外形130）155ｍ

FEP150（外形189）155ｍ

PAS取替：7.2kv_200A
引込線取替：6.6kv-38sq

2500㎜スパンで排水を良好になるように金具等により管路を20㎜程度浮かせる

2500㎜スパンで排水を良好になるように金具等により管路を20㎜程度浮かせる

第３埠頭

舞鶴港湾合同庁舎

国道１７５号線

第３埠頭

舞鶴港湾合同庁舎

国道１７５号線

第２埠頭

第１埠頭

喜 多 貯 木 場

第４埠頭

付近見取図
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岸
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配置図

Ｓ＝1/750

PAS

引込柱（ＣＰ　Ｈ＝１２ｍ）

関電柱

屋外キュービクル

等によりＡピン又はビス止めにより岸壁に固定すること。
岸壁ころがし配管(FEP)については、2500㎜スパンでPP製サドルバンド

岸壁ころがし配管(FEP)については、2500㎜スパンでPP製サドルバンド

等によりＡピン又はビス止めにより岸壁に固定すること。

地中埋設管路詳細図

200 130

FEP100（外径130）

9
3
0

1
3
02
3
0 1

0
0

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ

粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

M-30

RC-30

土埋設

砂埋設

Ｓ＝１/１５

200

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ

粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理

M-30

RC-30

土埋設

砂埋設

既設

2
5
0

1
5
0

1
0
0

5
0

1
0
0

5
0

2
5
0

1
5
0

1
0
0

5
0

1
0
0

5
0

9
8
9

1
0
0

1
8
92
8
9

（在来）
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200 189 200

FEP150（外189/内150）【新設】

在来保護管は撤去し既設配線と一纏めとする

（600×600×600）
プルボックス新設

（600×600×600）
プルボックス新設

（600×600×600）
プルボックス新設

在来保護管は撤去し既設配線と一纏めとする

FEP100×2（既設1・新設1）

FEP100×2（既設1・新設1）

（新設）

19,000

地中埋設部

7
6
0

（既設）撤去

年月日 担　　当訂正事項 年月日 担　　当訂正事項 工事名称

図面名称

作成日 作成者

海上保安学校事務部会計課

図面番号

工事年度

縮　尺
図示（原図A1、A2:71％,A3：50％）
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令和７年度西舞鶴港巡視専用電源設備整備

工事概要・港湾平面・案内図



ELB

感度電流
200mA

50AF/20AT
440V

MCB2P
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6600V/440V
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Ｖ
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LGR
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ａ
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20A20A

6600V/440V
3φ 300kVA
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Ｖ
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Ａ

a a

LBS

7.2kV 3P200A

F

LBS

7.2kV 3P200A

ＡＩ ＞
CTT

VCB
7.2kV
600A

Ｖ 9000V

60ACT

E(D)

y

Ｉ  ＞

3φ3W 440V

1

数 3φ3W 440V

ELB 1

数

3P 400AF/400AT

負荷名称 負荷名称

F

CT

DS
7.2kV 200A

VS
F

VCT-SP

y

CH

CH

PAS(耐塩型)

取付機器
保安協会

ｺﾝｾﾝﾄ

FL10W

MCB2P

105V
20A

感度電流
200mA

440V/105V
1kVA

Wh-SP

3φ3W 6600V 60Hz

AC100V

E(D)

VTTPF

VT×2
6600V/110V

陸電盤（Ｂ）

E(TC)E(TP)

7.2KV 3P 200A

SR 3φ

(既設品再使用)

Tｒ Tｒ

陸電盤（Ｂ）3P 400AF/400AT

3φ 300kVA

屋外防水型
ＳＯＧ　収納箱

無方向性

SOG付

51FO
OCR(瞬時要素付)

RC=8KA

20A

ＥＡＥＣＤＥＢ

Ｅ１４ Ｅ゚３８Ｅ゚６０゜

PF×3

7.2KV50A

PF×3

L=6%

SC

L=6%

3φ213kvar

12.8Kvar

CT×2
600/5A

0～600V

600/5A

0～600V

600/5A

600/5A

LBS × 3

巡視船Ｂ (既存船用 ) 巡視船Ａ用 (新造船用 )

年月日 担　　当訂正事項 年月日 担　　当訂正事項 工事名称

図面名称

作成日 作成者

海上保安学校事務部会計課

図面番号

工事年度

縮　尺
図示（原図A1、A2:71％,A3：50％）

西舞鶴港岸壁陸上電源設備改修

キュービクル単線結線図（既設）

記  号

ＰＦ

名      称

機  器  仕  様

ＬＢＳ

高 圧 ｶ ｯ ﾄ ｱ ｳ ﾄ

7.2KV    広域形

仕      様

7.2KV    200A

ＶＣＢ 真 空 遮 断 器

三  相  変  圧  器

●  低損失型油入自冷式

6600V/440V

○  FRPﾓｰﾙﾄﾞ式

●  300KVA×1

ＳＣ 6.6KV    放電装置付

(●印を適用)

Ｔｒ

ＤＣ 受電用断路器

7.2KV    600A

7.2KV    200A

高圧交流負荷開閉器

高圧限流ヒューズ

ＰＣＳ 7.2KV     50A

●  300KVA×1

高 圧 進 相 コンデンサ ●  100KVA×1  213Kvar

JIS C4902-1:2010準拠品とする。

ＶＴ 計 器 用 変 圧 器 6600V/110V    1.0級

ＣＴ 計 器 用 変 流 器 1.0級    ﾓｰﾙﾄﾞ形

ＺＣＴ 零  相  変  流  器 貫  通  形

ＨＧＲ 高 圧 地 絡 継 電 器 110V

ＬＧＲ 低 圧 地 絡 継 電 器 110V/200V

ＯＣＲ 過 電 流 継 電 器 5A    瞬時要素付

ＷＨ 電   力   量   計 110V/5A    検定合格品

●ＰＦ 力      率      計 ○  110V 5A    広角度計  110角 ○  標準品  85角  2.5級

●Ｖ 交  流  電  圧  計 ○  広角度計  110角  1.5級 ○  標準品  85角  2.5級

●Ａ 交  流  電  流  計 ○  広角度計  110角  1.5級 ○  標準品  85角  2.5級

ＢＡＴ 蓄      電      池 DC 24V

1．種類    ○屋外型      ○屋内型      ○消防認定品●

ＳＲ 直 列 リ ア ク ト ル 12.8kvar(6%)  JIS C4902-2:2010準拠品とする。

2．構造 

○  1.6 ○  2.3 ○  3.2(1)　 鋼板厚さ

○  有 ○  無(2)  底板の有無

(3)  丁番は、ﾄﾞｱの前面から見えない構造とする。

(4)  ﾄﾞｱ端部は、L又は、ｺ字形折り曲げ加工とする。

3．塗装

(1)  重耐塩塗装仕上げとする｡

4．警報

(1)  警報電源は、交流100V電源(バッテリー内臓50wで40分容量)とする。

5．その他

(1)  換気は、換気扇(ｻｰﾓｽｨｯﾁ発停)による強制換気とする。

(2)  変圧器には、防振装置を設置する。

(3)  予  備  品

JIS C4620:2004　キュービクル式高圧受電設備及び、

JSIA 200　キュービクル式高圧受電設備通則の適合品とする。

令和７年４月１７日
2 / 6

令和７年度



LBS

PF× 3

担　　当訂正事項 担　　当訂正事項 工事名称

図面名称

作成日 作成者

海上保安学校事務部会計課

図面番号

工事年度

縮　尺
図示（原図A1、A2:71％,A3：50％）

記  号

ＰＦ

名      称

機  器  仕  様

ＬＢＳ

仕      様

ＶＣＢ

●  低損失型油入自冷式

6600V/440V

○  FRPﾓｰﾙﾄﾞ式

ＳＣ 6.6KV    放電装置付

(●印を適用)

Ｔｒ

ＤＣ

ＰＣＳ 7.2KV     50A

●  300KVA×1

JIS C4902-1:2010準拠品とする。

ＶＴ

ＣＴ

ＺＣＴ

ＨＧＲ

ＬＧＲ

ＯＣＲ

ＷＨ

ＰＦ

Ｖ

Ａ

ＢＡＴ DC 24V

1．種類    ○屋外型      ○屋内型      ○消防認定品●

ＳＲ

2．構造 

○  1.6 ○  2.3 ○  3.2(1)　 鋼板厚さ

○  有 ○  無(2)  底板の有無

(3)  丁番は、ﾄﾞｱの前面から見えない構造とする。

(4)  ﾄﾞｱ端部は、L又は、ｺ字形折り曲げ加工とする。

3．塗装

(1)  重耐塩塗装仕上げとする｡

4．警報

(1)  警報電源は、交流100V電源(バッテリー内臓50wで40分容量)とする。

5．その他

(1)  換気は、換気扇(ｻｰﾓｽｨｯﾁ発停)による強制換気とする。

(2)  変圧器には、防振装置を設置する。

(3)  予  備  品

JIS C4620:2004　キュービクル式高圧受電設備及び、

JSIA 200　キュービクル式高圧受電設備通則の適合品とする。

西舞鶴港岸壁陸上電源設備整備

キュービクル単線結線図（改修）

（官給）

年月日 年月日
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数
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F

取付機器
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陸電盤（Ｂ）
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既設部

巡視船Ｂ(既設)

3φ3W 440V

ELB 1

数

3P 400AF/400AT

負荷名称

感度電流
200mA

陸電盤（Ｂ）

3φ3W 440V

ELB 1

数

3P 400AF/400AT

負荷名称

感度電流
200mA

陸電盤（Ｂ）

巡視船Ｃ用(練習船) 巡視船Ｃ用(練習船)

6600V/440V
3φ 300kVA

AS

Ａ

a

LBS

7.2kV 3P200A

CT

Tｒ

PF×3

600/5A

Ｖ

VS
F

0～600V

LBS

7.2kV 3P200A

SR 3φ

PF×3

L=6%

SC

L=6%

12.8Kvar

3φ160kvar

LGR

増設部

コンデンサー盤（SC2）※増設

動力盤３（440V系）

※増設

(新設)・官給

ＥＣＤ ＥＢＥＡ

E14゜ E38゜ E60゜

MCB2P
20A
105V

MCB2P
20A
105V

MCB2P
20A
105V

MCB2P
20A
105V 1kVA

PF× 3

7.2kV 3P200A

LBS

SR 3φ

12.8Kvar

L=6%

SC

3φ 213kvar

L=6%

CT× 2

600/5A

Tｒ
3φ  300kVA
6600V/440V

600/5A

Ａ

AS

VS

Ｖ

0～ 600V

MCB2P

50AF/20AT

440V

(既設品再使用)
440V/105V

DTr

感度電流

200mA 200mA

感度電流

600/5A

0～600V

AS

VS
F

Ｖ

Ａ
CT

6600V/440V

Tｒ
3φ  300kVA

7.2kV 3P200A

無方向性
屋外防水型

ＳＯＧ　収納箱

●  160Kvar（油入式 / 6％)

●　12.8kvar(6%)  JIS C4902-2:2010準拠品とする。

●　7.2KV  3φ 200A　PF×3　　

●　7.2KV    広域形

〇　7.2KV    600A（既設流用）

〇　7.2KV    200A（既設流用）

〇　6600V/110V    1.0級

○  広角度計  110角  1.5級

○  広角度計  110角  1.5級

○  110V 5A    広角度計  110角 

● 標準品  85角  2.5級

● 標準品  85角  2.5級

● 標準品  85角  2.5級

●　1.0級    ﾓｰﾙﾄﾞ形

〇　貫  通  形（既設流用）

〇　110V

〇　110V/200V

〇　5A    瞬時要素付（既設流用）

〇　110V/5A    検定合格品

受電用断路器

真 空 遮 断 器

高圧交流負荷開閉器

高圧限流ヒューズ

高 圧 ｶ ｯ ﾄ ｱ ｳ ﾄ

三  相  変  圧  器

高 圧 進 相 コンデンサ

直 列 リ ア ク ト ル

計 器 用 変 圧 器

計 器 用 変 流 器

零  相  変  流  器

高 圧 地 絡 継 電 器

低 圧 地 絡 継 電 器

過 電 流 継 電 器

電   力   量   計

力      率      計

交  流  電  圧  計

交  流  電  流  計

蓄      電      池

PF× 3

7.2kV 3P200A

LBS

取替 取替

取替

（在来同規格）

（在来同規格）（在来同規格）

（新設）中継端子箱

令和７年４月１８日

令和７年度
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年月日 担　　当訂正事項 年月日 担　　当訂正事項 工事名称

図面名称

作成日 作成者

海上保安学校事務部会計課

図面番号

工事年度

縮　尺

令和６年度

図示（原図A1、A2:71％,A3：50％）

令和６年９月１７日

西舞鶴港岸壁陸上電源設備改修

キ ュ ー ビ ク ル 改 修 図

ＶＣＴ－ＳＰ

・・・基礎増し打ち部

165 165

2,330

2,000

左側面図

2,330

G.L

基礎増打ち

捨てコン

砕石地業

（RC-40）

正面図

変電設備

5
0

4
0
0

1
0
0

5 ,600

1,800

改 修 後

フェンス

3,800

正面

3900

2
4
0
0

1
7
0
0

土 地盤部

支
線

埋設支線

ブロック

フ
ェ

ン
ス

5
0
0
0

530

358

吊下げ

Ｃ

（6%対応）

LBS3P（既設）

SR12.8Kvar

SC213Kvar

（既設）

（既設）

（ 6%対応）

3
0
0

5
5
0

2 00200

200 300

根
か

せ

2
4
0
0

2
2
0
0

1
0
0

ＳＣ 2ＰＴ３ ＰＴ２ PＴ１ ＳＣ１ ＭＣ１

低圧引出口

高圧受電盤・計器盤 コ ン デ ン サ ー 盤 動力盤１（４４０Ｖ系） 動力盤２（４４０Ｖ系） コ ン デ ン サ ー 盤 動力盤３（４４０Ｖ系）
（１） （２）※増設 ※増設

1,800

1,800 3,900

（新設）

（新設）

（既設） （既設）
LBS_7.2kv_3P
（新設）

SC_160Kvar

SR_12.8Kvar 低圧引出口 低圧引出口

10
0

Tr_3φ 300KVA

正面図

マンホール

1
0
0

操作面

△

フ
ェ
ン
ス

フェンス

100 1000

4500

600

3900

支
線

24
00

10
0

22
00

30
0

FE
P 

10
0

根
か
せ

29
00

17
00

24
00

キュービクル基礎

土地盤部

FEP 100

２
，
３

０
０

３，６００

2
00

50
40

0
10
0

基礎増打ち

改 修 後

20
0

１，０００

100
３，８００

埋設支線

ブロック

FEP 100

FEP 65

FEP 30

ＶＣＴ－ＳＰ

吊下げ

Ｃ

550

200200

200 300

ＬＢＳ３Ｐ

ＳＣ213kvar

（6%対応）

ＳＲ12.8kvar

低圧引出口 低圧引出口

4
0
0

930

変電設備

165 165

2,330

2,000

左側面図

正面

530

2800

3,600

50
00

（6600V/440V)

Tr_3φ 300KVA

（ 6600V/440V)

ＰＴ２ ＳＣ１ ＭＣ１ＰＴ１

記　号 名　　　　　称

ＭＣ１

ＰＴ１

ＰＴ２

高圧受電盤・計器盤

動 力 盤 １ （ ４ ４ ０ Ｖ 系 ）

動 力 盤 ２ （ ４ ４ ０ Ｖ 系 ）

ＰＴ３
動 力 盤 ３ （ ４ ４ ０ Ｖ 系 ）（新設）

ＳＣ１

ＳＣ１
（新設）

コ ン デ ン サ ー 盤

コ ン デ ン サ ー 盤

F
E
P
1
0
0FE

P1
00

分
電

盤
へ

(
既

設
Ｂ

・
新

設
Ｄ

用
)

FEP 100

FEP 150

分電盤へ (既設Ａ、新設Ｃ )
ＰＢ新設

600× 600× 600

600× 600× 600
PB新設

FEP 100（既設再使用）

（
新

設
）

F
E
P
 
1
5
0
（

新
設

）

（
既

設
再

使
用

）

（
新

設
）

（ 6600V/440V)

Tr_3φ 300KVA（新設） RC-40
地業範囲

捨てコン（ 18-18-25）

地中埋設（FEP100）

930

4,370

M.H

F
E
P
 
6
5

F
E
P
 
1
0
0

F
E
P
 
3
0

【取替】
端末処理剤　 CVT38sq/屋内
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150

申請面積

０.７０ｍ×０.６０ｍ＝０.４２㎡

岸壁海面

3,000

1,
8
5
0

1
,
8
00

1
,
24
0

Ｓ＝１／１０

年月日 担　　当訂正事項 年月日 担　　当訂正事項 工事名称

図面名称

作成日 作成者

海上保安学校事務部会計課

図面番号

工事年度

縮　尺
図示（原図A1、A2:71％,A3：50％）

Ａ Ａ’

6
0

基礎配筋平面図

Ａ－Ａ’断面図

西舞鶴港陸上電源設備整備

キュービクル基礎改修図、陸電BOX詳細図

分電盤詳細

（Ｓ＝Free）

受変電設備より

３φ３Ｗ４４０Ｖ　６０Ｈｚ

ＥＭ－ＣＥＴ２００゜

Ｆ ＷＬ

１００／２００／５００ｍＡ切替

ＴＢ ＴＢ ＥＴ

配線用遮断器

ＡＦ／ＡＴ

ＥＬＣＢ３Ｐ

４００／４００

負　荷　名　称 船舶電源

負　荷　記　号

負荷容量　（ｋＷ） ３００ＫＶＡ

備　　考
端子台×２

（３Ｐ２４０Ａ）

図中、（下記詳細図）寸法は参考とする

ＳＵＳ製（５Ｙ７／１全ツヤ）

屋外防水自立型（ポール取付型）

分電盤　(新設)　結線図

700

250

1
,
2
4
0

（Ｓ＝１：２０）

分 電 盤 (新 設 )

165.2

15
0

25
0

G.L

6
0

2
8
0

6
0

2
0
0

2
0
0

4
0
0 基礎増し打ち部分

主筋・フープ筋・差し筋共　D13_@300

基礎配筋詳細

既設部分

2
,
0
8
0

2
,
2
0
0

3
0
0

6
0

6 0 300

D13_主筋（上端下端とも）＠300
D13_あばら筋　＠300

基礎増し打ち部分

1,800

200 60

5,700

3,900

60 200 50 160

Ｓ＝１／15

捨てコンクリート　100t　 18-18-25
再生クラッシャラン　60t　 RC-40

在来（D13）

7
0
0

600
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EM-CET 38sq_（6.6kv）

【既設撤去】耐塩型端末

年月日 担　　当訂正事項 年月日 担　　当訂正事項 工事名称

図面名称

作成日 作成者

海上保安学校事務部会計課

図面番号

工事年度

縮　尺

令和６年度

図示（原図A1、A2:71％,A3：50％）

矢視 Ｂ－Ｂ矢視 Ａ－Ａ

引込柱 改修図・埋設 図

60sq

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部

土地盤部

既設キュービクル設置詳細図

L=3.0m
EB

ELA

F
E
P
3
0
 
L
=
3
.
0
m

2
2
s
q
　

L
=
1
.
7
m

5
.
5
s
q
　

L
=
3
.
2
m

フ
ェ

ン
ス

EC

FEP100 L=3.1m

FEP30 L=2.6m

EA
FEP30 L=1.7m

FEP30 L=2.9m

フェンス

支
線

38sq L=7.2m

S=1：60

分電盤（A)（旧巡視船Ａ用）へ
分

電
盤

（
B
)
（

巡
視

船
Ｂ

用
）

へ

S=1:40
（GL～GL-350）

3
5
0

5
0

1
5
0

1
5
0

復旧舗装構成図

～ 接地極へ

(FEP80)×1

GL

接地極へ～

～

責任分界点

PAS制御ｹｰﾌﾞﾙ

耐塩型端末

 ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ

接地線試験端子箱

改修埋設管路の埋設深さについては、公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)第2編第2章第12節によるほか、

JIS C3653：2004「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」による。

電線管埋設横断図(現状)

※埋設土の単位体積重量については、17.65kN/m として問題ない。３

S=1:40
8
5

6
5

1
0
0

2
5
0

1
0
0

4
0

4
1
2

5
5
2

485

85 200200

FEP65(外径 85)

砂埋設

土埋設

440

40

200200

FEP30(外径40)

砂埋設

土埋設

FEP65FEP30

592

200 200

40

50

102

FEP80(外径102)

砂埋設

土埋設

3
5
0

1
6
2

4
01

0
2

1
0
0

3
5
0

5
5
24
5
2

FEP30・FEP80

（GL-350～）

FEP100

530

130

200200

FEP100(外径130)

砂埋設

1
3
0

2
2
2

1
0
0

F EP30(外径 40)

土埋設

2
,0

0
0

(
1
0,

0
0
0)

根かせ

GL

【取替】
PAS_7.2kv_200A
方向性 _LA内蔵 _SUS製

【既設撤去】PAS 7.2kv 200A 

【引込線取替】

LA（アレスター）

【取替】
耐塩型端末処理材
CVT60_6.6kv

【取替】ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ

EM-CET 38sq_（6.6kv）
【引込線取替】

(PEG82)×1

[既設流用]

[既設流用]

(FEP30)×1

コンクリート柱(12M)

FEP30・
FEP80

L=1.9m

F
E
P
6
5
　

L
=
3
.
5
m

西舞鶴港陸上電源設備整備
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PAS 7.2kv 200A
【取替】

【取替】

【取替】

【取替】

【取替】

【存置】

土埋設

RC-30

ｱｽﾌｧﾙﾄ


